
第 10 号議案 

 

 

愛南町福祉タクシー助成条例の一部改正について 

 

 

上記の議案を提出する。 

 

 

令和５年３月６日提出 

 

 

愛南町長 清水 雅文   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 現行の制度を見直し、助成の目的、対象者、補助券の交付内容等を改

正するため。 
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   愛南町福祉タクシー助成条例の一部を改正する条例 

 愛南町福祉タクシー助成条例(令和３年愛南町条例第５号)の一部を次のように改

正する。 

 題名中「福祉タクシー」を「高齢者タクシー利用」に改める。 

 第１条を次のように改める。 

(目的) 

第１条 この条例は、路線バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第３条第１号イの

一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が運行するバス及び愛南町コミュニテ

ィバス運行条例(平成18年愛南町条例第２号)第１条の愛南町コミュニティバスを

いう。以下同じ。)の利用が不便な地域に居住し、又は路線バスの利用が困難な高齢

者に対し、タクシー料金の一部を助成することにより交通手段の確保を図り、もっ

て在宅福祉の増進に寄与することを目的とする。 

 第２条中「福祉タクシー」を「タクシー」に改める。 

 第３条を次のように改める。 

 (対象者) 

第３条 タクシーを利用できる者は、次条第１項の申請書を提出する日において本町

の住民基本台帳に記録されている者であって、次に掲げる要件のいずれかを満たす

ものとする。 

(１) 70歳以上80歳未満の者であって、本町の住民基本台帳に記録されている住所

(以下「住居」という。)から最も近い路線バスの停留所(停留所以外の場所で乗降

できる区間であるときは、その路線)までの距離が300メートル以上離れているこ

と。 

(２) 80歳以上の者 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、補助の対象とし

ない。また、住居と異なる住所に居住する者又は他のタクシー利用助成事業による

助成を受ける者は、原則として補助の対象としない。 

 (１) 運転免許証を保有する者 

 (２) 介護保険サービスを提供する施設等に入所する者 

第４条第１項中「福祉タクシーを」を「タクシーを」に、「愛南町福祉タクシー利

用申込書」を「愛南町高齢者タクシー利用申請書」に改め、同条第２項中「申込書」

を「申請書」に、「愛南町福祉タクシー利用者決定通知」を「愛南町高齢者タクシー

利用決定通知書」に、「愛南町福祉タクシー利用者不決定通知」を「愛南町高齢者タ

クシー利用不決定通知書」に、「申請者に通知する」を「前項の規定による申請をし

た者に通知するものとする」に改め、同条第３項中「福祉タクシーの」を「タクシー

の」に、「福祉タクシー補助券交付台帳」を「愛南町高齢者タクシー利用補助券交付

台帳」に、「愛南町福祉タクシー登録証(様式第４号。以下「登録証」という。)」を

「利用者に愛南町高齢者タクシー利用登録証(様式第４号。以下「登録証」という。)

及び愛南町高齢者タクシー利用補助券(様式第５号。以下「補助券」という。)」に、

「交付する」を「交付するものとする」に改める。 

 第５条を次のように改める。 

 (補助券の種類) 

第５条 補助券は、500円券、800円券、1,000円券及び1,500円券の４種類とする。 

第６条第１項中「次の」を「原則として500円券を利用者に交付するものとする。た

だし、利用者の住居が次の」に、「地域の区分に応じ」を「地域にあるときは」に改
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め、「利用者に」を削り、第４号を削り、同条第２項中「１人」を「一人」に改める。 

 第７条第１項中「福祉タクシー」を「タクシー」に改める。 

 第８条第１項中「福祉タクシー」を「タクシー」に改め、「登録証」の次に「及び

健康保険証その他自己を証明するもの」を加え、「現金で」を「現金により」に改め、

同条第２項中「福祉タクシー」を「タクシー」に改める。 

 第10条中「基準日以降において」を「第４条第３項の規定により登録証及び補助券

の交付を受けた日以後に」に改める。 

 第12条中「福祉タクシー」を「タクシー」に改める。 

 様式第１号及び様式第２号を次のように改める。 
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様式第１号(第４条関係) 

 

   年  月  日   

 

 愛南町長    様 

 

申請者 住所           

氏名           

                         電話番号         

                         対象者との続柄      

 

 

愛南町高齢者タクシー利用申請書 

 

 愛南町高齢者タクシー利用助成条例第４条第１項の規定によりタクシーの利用を

申請します。 

 

 

※職員記入欄 

対象者の住居から最も近い路線バスの乗降地点までの距離 ㎞  

 

対

象

者 

住 所 
愛南町              

(行政区名：            ) 

氏 名   

生 年 月 日 年   月   日 

電 話 番 号  

申

請

区

分 
申請日において、次のいずれか該当する方に☑を付けてください。 

□70歳以上80歳未満の者であって、住居から最も近い路線バスの乗降地点ま

での距離が300ｍ以上離れているもの 

□80歳以上の者 

申

請

要

件 

次の要件を全て満たすことを誓約します。 

１ 運転免許証を有していないこと(自主返納した場合を含む。)。 

２ 介護保険サービスを提供する施設等に入所していないこと。 
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様式第２号(第４条関係) 

 

第     号 

年  月  日 

 

 申請者 

          様 

 

 

愛南町長        印  

 

 

愛南町高齢者タクシー利用決定通知書 

 

 あなたから   年  月  日付けで申請があったタクシーの利用については、

申請のとおり利用者として決定したので、愛南町高齢者タクシー利用助成条例第４条

第２項の規定により通知します。 

 なお、利用の決定に当たり、次の条件を遵守してください。 

(利用の条件) 

１ 次のいずれかに該当するときは、遅滞なく町長に届け出ること。 

 (１) 愛南町高齢者タクシー利用申請書(様式第１号。以下「申請書」という。)に

記載する利用者の住所に変更が生じるとき。 

 (２) 申請書に記載する申請要件のいずれかを満たさなくなったとき。 

 (３) 利用者が死亡したとき。 

２ 上記１に該当する場合において、町長が必要があると認めるときは、現に残存す

る補助券を返還し、又は該当する日以後に使用した補助券の額面相当額を返還する

こと。 
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様式第３号中「愛南町福祉タクシー利用者不決定通知」を「愛南町高齢者タクシー

利用不決定通知書」に、「申請の」を「申請が」に、「福祉タクシーの」を「タクシ

ーの」に、「下記」を「次」に、「通知します」を「、愛南町高齢者タクシー利用助

成条例第４条第２項の規定により通知します」に、 

「 
記 

 

不決定の理由 

 
 」 

を 

「  

 

不決定の理由 

 
 」 

に 

改める。 

 様式第４号を次のように改める。 
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様式第４号(第４条関係) 

第     号   

愛南町高齢者タクシー利用登録証(      円) 

 

 利用者氏名     様 

注 意 事 項 

 

１ この登録証及び補助券(以下「登録証等」という。)は、他人に貸したり譲った

りすることはできません。 

２ タクシーを利用するときは、この登録証を運転手に見せてください。 

３ 本町の住民でなくなったときは、速やかにこの登録証等を返還してください。 

４ 使用の際は、補助券に記載されている「利用上の注意」をお読みください。 

 

 

 

有効期間                  

  

 愛南町長          印   
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様式第５号中「様式第５号(第５条関係)」を「様式第５号(第４条関係)」に、「愛

南町福祉タクシー補助券」を「愛南町高齢者タクシー利用補助券」に、「愛南町福祉

タクシー補助(    円)券」を「愛南町高齢者タクシー利用補助(    円)券」

に改め、「登録証」の次に「及び健康保険証その他自己を証明するもの」を加える。 

   附 則 

 (施行期日) 

１ この条例は、令和５年４月１日から施行する。 

 (経過措置) 

２ この条例の施行の日の前日までに、改正前の愛南町福祉タクシー助成条例の規定

によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたも

のとみなす。 
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愛南町福祉タクシー助成条例 新旧対照表 

現     行 改  正  案 
愛南町福祉 タクシー  助成条例 愛南町高齢者タクシー利用助成条例 

愛南町福祉タクシー助成条例(平成16年愛

南町条例第127号)の全部を改正する。 

愛南町福祉タクシー助成条例(平成16年愛

南町条例第127号)の全部を改正する。 

(目的) (目的) 

第１条 この条例は、公共交通      

                   

                   

                   

                   

                   

        の利用が不便な地域の 

               高齢者

に対し、タクシー料金の一部を助成する

ことにより、ゆとりある生活の実現を図

り、もって  福祉の増進に寄与するこ

とを目的とする。 

第１条 この条例は、路線バス(道路運送法

(昭和26年法律第183号)第３条第１号イの

一般乗合旅客自動車運送事業を経営する

者が運行するバス及び愛南町コミュニテ

ィバス運行条例(平成18年愛南町条例第２

号)第１条の愛南町コミュニティバスをい

う。以下同じ。)の利用が不便な地域に居

住し、又は路線バスの利用が困難な高齢者

に対し、タクシー料金の一部を助成する 

ことにより交通手段の確保    を図

り、もって在宅福祉の増進に寄与するこ

とを目的とする。 

(定義) (定義) 

第２条 この条例において「福祉タクシー」

とは、この助成の実施に関し町と協定を結

んだタクシー業者(以下「協定タクシー業

者」という。)が所有するタクシーをいう。 

第２条 この条例において「  タクシー」

とは、この助成の実施に関し町と協定を結

んだタクシー業者(以下「協定タクシー業

者」という。)が所有するタクシーをいう。 

(対象者) (対象者) 

第３条 福祉タクシーを利用できる者は、当

該年度の４月１日(以下「基準日」という。)

において               

        、次の   要件   

  を全て満たすものとする。 

第３条   タクシーを利用できる者は、次

条第１項の申請書を提出する日     

において本町の住民基本台帳に記録され

ている者であって、次に掲げる要件のい

ずれかを  満たすものとする。 

(１) 満70歳以上    の者又は２級

以上の身体障害者手帳若しくは療育手

帳の交付を受けている満65歳以上の者

である               

                  

                  

   こと。 

(１)  70歳以上80歳未満の者であって、

本町の住民基本台帳に記録されている

住所(以下「住居」という。)から最も近

い路線バスの停留所(停留所以外の場所

で乗降できる区間であるときは、その路

線)までの距離が300メートル以上離れ

ていること。 

(２) 本町の住民基本台帳に登載され、乗

合バス又はコミュニティバスの停留所

（停留所以外の場所で乗降できる区間

はその路線）から住居までの距離が300

メートル以上離れていること。 

(新設) 

(２) 80歳以上の者          

                   

                   

                   

               

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号のい

ずれかに該当する者は、補助の対象としな

い。また、住居と異なる住所に居住する者

又は他のタクシー利用助成事業による助

成を受ける者は、原則として補助の対象と

しない。 

 (１) 運転免許証を保有する者 

 (２) 介護保険サービスを提供する施設

等に入所する者 
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現     行 改  正  案 
(利用者の登録) (利用者の登録) 

第４条 福祉タクシーを利用しようとする

者は、愛南町福祉 タクシー利用申込書

(様式第１号)を町長に提出しなければな

らない。 

第４条   タクシーを利用しようとする

者は、愛南町高齢者タクシー利用申請書

(様式第１号)を町長に提出しなければな

らない。 

２ 町長は、前項の申込書を受理したとき

は、適否を決定し、それぞれ愛南町福祉 

タクシー利用者決定通知 (様式第２号)

又は愛南町福祉 タクシー利用者不決定

通知 (様式第３号)により申請者    

        に通知する。 

２ 町長は、前項の申請書を受理したとき

は、適否を決定し、それぞれ愛南町高齢者

タクシー利用 決定通知書(様式第２号)

又は愛南町高齢者タクシー利用 不決定

通知書(様式第３号)により前項の規定に

よる申請をした者に通知する。 

３ 町長は、前項の規定により福祉タクシー

の利用を決定した者(以下「利用者」とい

う。)を福祉    タクシー  補助券

交付台帳に登録するとともに、    愛

南町福祉 タクシー利用登録証(様式第４

号。以下「登録証」という。)      

                   

            を交付する  

   。 

３ 町長は、前項の規定により  タクシー

の利用を決定した者(以下「利用者」とい

う。)を愛南町高齢者タクシー利用補助券

交付台帳に登録するとともに、利用者に愛

南町高齢者タクシー利用登録証(様式第４

号。以下「登録証」という。)及び愛南町

高齢者タクシー利用補助券(様式第５号。

以下「補助券」という。)を交付するもの

とする。 

(補助券の種類) (補助券の種類) 

第５条 愛南町福祉タクシー補助券(様式第

５号。以下「補助券」という。)は、1,500

円券、1,000円券、800円券及び500円券の

４種類とする。 

第５条 補助券             

              は、500円

券、800円券、1,000円券及び1,500円券の

４種類とする。 

(補助券の交付) (補助券の交付) 

第６条 町長は、            

                    

    次の各号に掲げる地域の区分に

応じ、当該各号に定める種類の補助券を 

利用者に交付するものとする。 

第６条 町長は、原則として500円券を利用

者に交付するものとする。ただし、利用者

の住居が次の各号に掲げる地域にあると

きは、当該各号に定める種類の補助券を 

   交付するものとする。 

(１)～(３) 略 (１)～(３) 略 

(４) その他の地域 500円券 (削除) 

２ 補助券は、利用者１人につき当該年度50

枚を限度として交付する。 

２ 補助券は、利用者一人につき当該年度50

枚を限度として交付する。 

３ 略 ３ 略 

(利用の方法) (利用の方法) 

第７条 利用者は、１回当たりの福祉タクシ

ーの利用料金(以下「利用料金」という。)

が補助券の額面と同額又はこれを上回る

ときに補助券を利用することができる。こ

の場合において、補助券の額面を超える部

分の利用料金は、利用者が負担しなければ

ならない。 

第７条 利用者は、１回当たりの  タクシ

ーの利用料金(以下「利用料金」という。)

が補助券の額面と同額又はこれを上回る

ときに補助券を利用することができる。こ

の場合において、補助券の額面を超える部

分の利用料金は、利用者が負担しなければ

ならない。 

２ 略 ２ 略 

(利用料金の支払) (利用料金の支払) 

第８条 利用者は、福祉タクシーを利用する

ときは、乗務員に登録証        

           を提示するとと

もに、利用料金を補助券及び現金で   

第８条 利用者は、  タクシーを利用する

ときは、乗務員に登録証及び健康保険証そ

の他自己を証明するものを提示するとと

もに、利用料金を補助券及び現金により 
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現     行 改  正  案 
支払わなければならない。 支払わなければならない。 

２ 福祉タクシーの乗務員は、利用者から申

出があるときは、補助券に乗車月日及び乗

車区間を記載するよう努めるものとする。 

２   タクシーの乗務員は、利用者から申

出があるときは、補助券に乗車月日及び乗

車区間を記載するよう努めるものとする。 

第９条 略 第９条 略 

(登録証等の返還) (登録証等の返還) 

第10条 利用者は、基準日以降において   

                   

  本町の住民基本台帳から抹消され、

又は現に町内に居住しなくなったとき

は、速やかに登録証及び補助券を町長に

返還しなければならない。 

第10条 利用者は、第４条第３項の規定によ

り登録証及び補助券の交付を受けた日以

後に本町の住民基本台帳から抹消され、 

又は現に町内に居住しなくなったとき

は、速やかに登録証及び補助券を町長に

返還しなければならない。 

第11条 略 第11条 略 

(補助金の返還)  (補助金の返還) 

第12条 町長は、利用者が前条の規定に違反

したときは、不正使用相当額を返還させる

とともに、当該利用者の補助券の利用を中

止させ、又は福祉タクシーの利用の決定を

取り消すことができる。 

第12条 町長は、利用者が前条の規定に違反

したときは、不正使用相当額を返還させる

とともに、当該利用者の補助券の利用を中

止させ、又は  タクシーの利用の決定を

取り消すことができる。 

第13条 略 第13条 略 

様式第１号(第４条関係) 様式第１号(第４条関係) 

 

年 月 日 

 

 愛南町長  様 

 

     申請者住所      

氏名   ㊞  

(※本人自署の 

場合は押印省 

略可) 

 

 

愛南町福祉 タクシー利用申込書 

 

 愛南町福祉 タクシー  助成条例第４条

第１項の規定により福祉タクシーの利用を申

請します。 

 

  添付：写真(２cm×２cm)  １枚 

 

記 

 

 

   年 月 日  
 

 愛南町長  様 

 

申請者 住所      

氏名      

             電話番号    

             対象者との続柄 
 

 

 

愛南町高齢者タクシー利用申請書 

 

 愛南町高齢者タクシー利用助成条例第４条

第１項の規定により  タクシーの利用を申

請します。 

 

                 

 

           

 

利 用 者

の 住 所 

愛南町    番地 

(行政区名：  ) 

対

象

者 

住 所 
愛南町             

(行政区名：  ) 

氏 名  

生 年

月 日 
年  月  日 
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利 用 者

の 氏 名 
  

生 年 月

日 
年  月  日 

身 体 障 害 者 手 帳 又

療 育 手 帳 交 付 の 有
有   無 

最 寄 り

の バ ス

停 か ら

の距離 

(分から

なけれ

ば書か

なくて

も結構

です。)  

㎞ 

 

 

※職員記入欄 

対象者の自宅から最も近い路線

バスの乗降地点までの距離 
㎞ 

 

電話

番号 
 

申

請

区

分 

申請日において、次のいずれか該当

する方に☑を付けてください。 

□70歳以上80歳未満の者であっ

て、住居から最も近い路線バス

の乗降地点までの距離が300ｍ

以上離れているもの 

□80歳以上の者 

申

請

要

件 

次の要件を全て満たすことを誓約

します。 

１ 運転免許証を有していないこと

(自主返納した場合を含む。)。 

２ 介護保険サービスを提供する施

設等に入所していないこと。 

様式第２号(第４条関係) 

 

第   号 

年 月 日 

 

 申請者 

     様 

 

 

愛南町長   印  

 

 

愛南町福祉 タクシー利用者決定通知  

 

 あなたから  年 月 日付けで申請のあ

った福祉タクシーの利用については、申請のと

おり利用者として決定したので       

                     

  通知します。 

 

様式第２号(第４条関係) 

 

第   号 

年 月 日 

 

 申請者 

     様 

 

 

愛南町長   印  

 

 

愛南町高齢者タクシー利用 決定通知書 

 

 あなたから  年 月 日付けで申請があ

った  タクシーの利用については、申請のと

おり利用者として決定したので、愛南町高齢者

タクシー利用助成条例第４条第２項の規定に

より通知します。 

 なお、利用の決定に当たり、次の条件を遵守

してください。 

(利用の条件) 

１ 次のいずれかに該当するときは、遅滞なく

町長に届け出ること。 

 (１) 愛南町高齢者タクシー利用申請書(様

式第１号。以下「申請書」という。)に記
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載する利用者の住所に変更が生じるとき。 

 (２) 申請書に記載する申請要件のいずれ

かを満たさなくなったとき。 

 (３) 利用者が死亡したとき。 

２ 上記１に該当する場合において、町長が必

要があると認めるときは、現に残存する補助

券を返還し、又は該当する日以後に使用した

補助券の額面相当額を返還すること。 

様式第３号(第４条関係) 様式第３号(第４条関係) 

 

第   号 

年 月 日 

 

申請者 

     様 

 

愛南町長   印  

 

 

愛南町福祉 タクシー利用者不決定通知  

 

 あなたから  年 月 日付けで申請のあ

った福祉タクシーの利用については、下記の理

由により決定しませんので         

                     

通知します。 

 

記 

 

不決定の理由 

 
 

 

第   号 

年 月 日 

 

申請者 

     様 

 

愛南町長   印  

 

 

愛南町高齢者タクシー利用 不決定通知書 

 

 あなたから  年 月 日付けで申請があ

った  タクシーの利用については、次 の理

由により決定しませんので、愛南町高齢者タク

シー利用助成条例第４条第２項の規定により

通知します。 

 

  

 

不決定の理由 

 
 

様式第４号(第４条関係) 別紙のとおり 様式第４号(第４条関係) 別紙のとおり 

様式第５号(第５条関係) 様式第５号(第４条関係) 

愛南町福祉 タクシー  補助券 

年度 
年 月 日から 

年 月 日まで 
有効 No.   

愛南町福祉 タクシー  補助 ( 円)券 

 

 

乗車月日  

月 日 

【利用上の注意】 

１ この補助券は、愛南町と

協定したタクシーを利用

する場合のみ有効です。 

２ この補助券は、タクシー

料金が額面と同額又はこ

れを上回る場合に利用で

きます。額面を超える部分

のタクシー料金は、現金で

乗車区間 

登録番号 
 

愛南町高齢者タクシー利用補助券 

年度 
年 月 日から 

年 月 日まで 
有効 No.   

愛南町高齢者タクシー利用補助( 円)券 

 

 

乗 車 月 日 

月 日 

【利用上の注意】 

１ この補助券は、愛南町と

協定したタクシーを利用

する場合のみ有効です。 

２ この補助券は、タクシー

料金が額面と同額又はこ

れを上回る場合に利用で

きます。額面を超える部分

のタクシー料金は、現金で

乗車区間 

登録番号 
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発行者 

愛南町長  

 印 

支払ってください。 

３ １回当たりの利用枚数

に制限はありませんが、タ

クシー料金を超えて利用

することはできません。 

４ タクシー料金を支払う

場合、運転手に登録証   

            

      を提示して

ください。 

５ 補助券には、乗車月日及

び乗車区間を記入してく

ださい(記入が困難な方

は、運転手に申し出てくだ

さい。)。 
 

発行者 

愛南町長 

  印 

支払ってください。 

３ １回当たりの利用枚数

に制限はありませんが、タ

クシー料金を超えて利用

することはできません。 

４ タクシー料金を支払う

場合、運転手に登録証及び

健康保険証その他自己を

証明するものを提示して

ください。 

５ 補助券には、乗車月日及

び乗車区間を記入してく

ださい(記入が困難な方

は、運転手に申し出てくだ

さい。)。 
 

 

 


